
総社市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例をここに公布する。 

 

令和４年３月２３日 

 

総社市長 片 岡 聡 一 

 

総社市条例第９号 

 

総社市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

 

 総社市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２６年総社市条例第２６号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正後の欄中条及び項の表示に下線が引かれた条及び項（以下「追加条項」という。）を加える。 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という。）に対応する同表の改正後の欄中下線が引かれた部分（追加条項を除く。以下「改

正後部分」という。）が存在する場合には，当該改正部分を当該改正後部分に改め，改正部分に対応する改正後部分が存在しない場合には，当該改正部分を

削り，改正後部分に対応する改正部分が存在しない場合には，当該改正後部分を加える。 

 

改 正 後 改 正 前 

 

目次 

第１章～第５章 略 

第６章 雑則（第５０条） 

附則 

 

（保育所等との連携） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪

問型保育事業者」という。）を除く。以下この条，第８条第１項，第１５

条第１項及び第２項，第１６条第１項，第２項及び第５項，第１７条並び

に第１８条第１項から第３項までにおいて同じ。）は，利用乳幼児に対す

る保育が適正かつ確実に行われ，及び，家庭的保育事業者等による保育の

提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成

１８年法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律に定める学校におい

て行われる教育をいう。以下この条において同じ。）又は保育が継続的に

提供されるよう，次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所，幼稚園又

は認定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければな

 

目次 

第１章～第５章 略 

 

附則 

 

（保育所等との連携） 

第７条 家庭的保育事業者等（居宅訪問型保育事業を行う者（以下「居宅訪

問型保育事業者」という。）を除く。以下この条，第８条第１項，第１５

条第１項及び第２項，第１６条第１項，第２項及び第５項，第１７条並び

に第１８条第１項から第３項までにおいて同じ。）は，利用乳幼児に対す

る保育が適正かつ確実に行われ，及び，家庭的保育事業者等による保育の

提供の終了後も満３歳以上の児童に対して必要な教育（教育基本法（平成

１８年法律第１２０号）第６条第１項に規定する法律に定める学校におい

て行われる教育をいう。第３号において同じ。）又は保育が継続的に提供

されるよう，次に掲げる事項に係る連携協力を行う保育所，幼稚園又は認

定こども園（以下「連携施設」という。）を適切に確保しなければならな



改 正 後 改 正 前 

らない。ただし，連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものに

おいて家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第１７条第２項第

３号において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については，この限りで

ない。 

(１)及び(２) 略 

(３) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児

（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては，第４３条に規定するその

他の乳児又は幼児に限る。以下この号及び第４項第１号において同じ。）

を，当該保育の提供の終了に際して，当該利用乳幼児に係る保護者の希

望に基づき，引き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を

提供すること。 

２ 市長は，家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって，次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは，前項第２号の規定を適用しないこととするこ

とができる。 

(１)及び(２) 略 

３ 略 

４ 市長は，次のいずれかに該当するときは，第１項第３号の規定を適用し

ないこととすることができる。 

(１) 市長が，法第２４条第３項の規定による調整を行うに当たって，家庭

的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児を優先的に

取り扱う措置その他の家庭的保育事業者等による保育の提供の終了に

際して，利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき，引き続き必要な教育

又は保育が提供されるよう必要な措置を講じているとき。 

(２) 家庭的保育事業者等による第１項第３号に掲げる事項に係る連携施

設の確保が著しく困難であると認めるとき（前号に該当する場合を除

く。）。 

５ 前項第２号により同項の規定を適用する場合において，家庭的保育事業

者等は，法第５９条第１項に規定する施設のうち次に掲げるもの（入所定

員が２０人以上のものに限る。）であって，市長が適当と認めるものを第

１項第３号に掲げる事項に係る連携協力を行う施設として適切に確保し

なければならない。 

(１) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第５９条の２第１

い。ただし，連携施設の確保が著しく困難であると市が認めるものにおい

て家庭的保育事業等（居宅訪問型保育事業を除く。第１７条第２項第３号

において同じ。）を行う家庭的保育事業者等については，この限りでない。 

 

(１)及び(２) 略 

(３) 当該家庭的保育事業者等により保育の提供を受けていた利用乳幼児

（事業所内保育事業の利用乳幼児にあっては，第４３条に規定するその

他の乳児又は幼児に限る。以下この号において同じ。）を，当該保育の

提供の終了に際して，当該利用乳幼児に係る保護者の希望に基づき，引

き続き当該連携施設において受け入れて教育又は保育を提供すること。 

 

２ 市長は，家庭的保育事業者等による代替保育の提供に係る連携施設の確

保が著しく困難であると認める場合であって，次の各号に掲げる要件の全

てを満たすと認めるときは，前項第２号の規定を適用しないことができ

る。 

(１)及び(２) 略 

３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

項の規定による助成を受けている者の設置する施設（法第６条の３第１

２項に規定する業務を目的とするものに限る。） 

(２) 法第６条の３第１２項に規定する業務又は法第３９条第１項に規定

する業務を目的とする施設であって，法第６条の３第９項第１号に規定

する保育を必要とする乳児・幼児の保育を行うことに要する費用に係る

地方公共団体の補助を受けているもの 

 

（食事の提供の特例） 

第１７条 略 

２ 搬入施設は，次の各号に掲げるいずれかの施設とする。 

(１)～(３) 略 

(４) 保育所，幼稚園，認定こども園等から調理業務を受託している事業者

のうち，当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し，衛

生面，栄養面等，調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに，

利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供

や，アレルギー，アトピー等への配慮，必要な栄養素量の給与等，利用

乳幼児の食事の内容，回数及び時機に適切に応じることができる者とし

て市が適当と認めるもの（家庭的保育事業者が第２３条に規定する家庭

的保育事業を行う場所（第２４条第２項に規定する家庭的保育者の居宅

に限る。）において家庭的保育事業を行う場合に限る。） 

 

 

（職員） 

第２４条 略 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者をい

う。以下同じ。）は，市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その

他の機関が行う研修を含む。次項において同じ。）を修了した保育士又は

保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって，次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 略 

(２) 法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第３号のいずれに

も該当しない者 

３ 略 

 

 

 

 

 

 

 

（食事の提供の特例） 

第１７条 略 

２ 搬入施設は，次の各号に掲げるいずれかの施設とする。 

(１)～(３) 略 

(４) 保育所，幼稚園，認定こども園等から調理業務を受託している事業者

のうち，当該家庭的保育事業者等による給食の趣旨を十分に認識し，衛

生面，栄養面等，調理業務を適切に遂行できる能力を有するとともに，

利用乳幼児の年齢及び発達の段階並びに健康状態に応じた食事の提供

や，アレルギー，アトピー等への配慮，必要な栄養素量の給与等，乳幼

児の食事の内容，回数及び時機に適切に応じることができる者として市

が適当と認めるもの（家庭的保育事業者が第２３条に規定する家庭的保

育事業を行う場所（第２４条第２項に規定する家庭的保育者の居宅に限

る。附則第３項において同じ。）において家庭的保育事業を行う場合に

限る。） 

 

（職員） 

第２４条 略 

２ 家庭的保育者（法第６条の３第９項第１号に規定する家庭的保育者をい

う。以下同じ。）は，市長が行う研修（市長が指定する都道府県知事その

他の機関が行う研修を含む。次項において同じ。）を修了した保育士又は

保育士と同等以上の知識及び経験を有すると市長が認める者であって，次

の各号のいずれにも該当するものとする。 

(１) 略 

(２) 法第１８条の５各号及び法第３４条の２０第１項第４号のいずれに

も該当しない者 

３ 略 



改 正 後 改 正 前 

 

（居宅訪問型保育事業） 

第３８条 居宅訪問型保育事業者は，次の各号に掲げる保育を提供するもの

とする。 

(１) 略 

(２) 子ども・子育て支援法第３４条第５項又は第４６条第５項の規定によ

る便宜の提供に対応するために行う保育 

(３) 略 

(４) 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２

９号）第６条第５項に規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児の保護者

が夜間及び深夜の勤務に従事する場合又は保護者の疾病，疲労その他の

身体上，精神上若しくは環境上の理由により家庭において乳幼児を養育

することが困難な場合への対応等，保育の必要の程度及び家庭等の状況

を勘案し，居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市が認める乳幼児

に対する保育 

(５) 略 

 

（連携施設に関する特例） 

第４６条 略 

２ 保育所型事業所内保育事業を行う者のうち，法第６条の３第１２項第２

号に規定する事業を行うものであって，市長が適当と認めるもの（附則第

４項において「特例保育所型事業所内保育事業者」という。）については，

第７条第１項の規定にかかわらず，連携施設の確保をしないことができ

る。 

 

（準用） 

第４９条 略 

第６章 雑則 

（電磁的記録） 

第５０条 家庭的保育事業者等及びその職員は，記録，作成，保存その他こ

れらに類するもののうち，この条例の規定において書面等（書面，書類，

文書，謄本，抄本，正本，副本，複本その他文字，図形等人の知覚によっ

て認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下

 

（居宅訪問型保育事業） 

第３８条 居宅訪問型保育事業者は，次の各号に掲げる保育を提供するもの

とする。 

(１) 略 

(２) 子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号）第３４条第５項又

は第４６条第５項の規定による便宜の提供に対応するために行う保育 

(３) 略 

(４) 母子家庭等（母子及び父子並びに寡婦福祉法（昭和３９年法律第１２

９号）第６条第５項に規定する母子家庭等をいう。）の乳幼児の保護者

が夜間及び深夜の勤務に従事する場合への対応等，保育の必要の程度及

び家庭等の状況を勘案し，居宅訪問型保育を提供する必要性が高いと市

が認める乳幼児に対する保育 

 

 

(５) 略 

 

（連携施設に関する特例） 

第４６条 略 

 

 

 

 

 

 

（準用） 

第４９条 略 

 

 

 

 

 

 



改 正 後 改 正 前 

この条において同じ。）により行うことが規定されている又は想定される

ものについては，当該書面等に代えて，当該書面等に係る電磁的記録（電

子的方式，磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない

方式で作られる記録であって，電子計算機による情報処理の用に供される

ものをいう。）により行うことができる。 

 

附 則 

１及び２ 略 

３ 前項の規定にかかわらず，施行日後に家庭的保育事業の認可を得た施設

等については，この条例の施行の日から起算して１０年を経過する日まで

の間は，第１６条，第２３条第４号（調理設備に係る部分に限る。）及び

第２４条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）の規定は，適用しない

ことができる。この場合において，当該施設等は，第３条第１項に規定す

る利用乳幼児への食事の提供を同項に規定する家庭的保育事業所等内で

調理する方法（第１１条の規定により，当該家庭的保育事業所等の調理設

備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設において調理

する方法を含む。）により行うために必要な体制を確保するよう努めなけ

ればならない。 

 

（連携施設に関する経過措置） 

４ 家庭的保育事業者等（特例保育所型事業所内保育事業者を除く。）は，

連携施設の確保が著しく困難であって，子ども・子育て支援法第５９条第

４号に規定する事業による支援その他の必要な適切な支援を行うことが

できると市長が認める場合は，第７条第１項本文の規定にかかわらず，こ

の条例の施行の日から起算して１０年を経過する日までの間，連携施設の

確保をしないことができる。 

５～１０ 略 

 

 

 

 

 

 

 

附 則 

１及び２ 略 

３ 前項の規定にかかわらず，施行日後に家庭的保育事業（第２３条に規定

する家庭的保育事業を行う場所において実施されるものに限る。）の認可

を得た施設等については，この条例の施行の日から起算して１０年を経過

する日までの間は，第１６条，第２３条第４号（調理設備に係る部分に限

る。）及び第２４条第１項本文（調理員に係る部分に限る。）の規定は，

適用しないことができる。この場合において，当該施設等は，第３条第１

項に規定する利用乳幼児への食事の提供を同項に規定する家庭的保育事

業所等内で調理する方法（第１１条の規定により，当該家庭的保育事業所

等の調理設備又は調理室を兼ねている他の社会福祉施設等の調理施設に

おいて調理する方法を含む。）により行うために必要な体制を確保するよ

う努めなければならない。 

（連携施設に関する経過措置） 

４ 家庭的保育事業者等は，連携施設の確保が著しく困難であって，子ども・

子育て支援法第５９条第４号に規定する事業による支援その他の必要な

適切な支援を行うことができると市長が認める場合は，第７条第１項本文

の規定にかかわらず，この条例の施行の日から起算して５年を経過する日

までの間，連携施設の確保をしないことができる。 

 

５～１０ 略 

 

 

附 則 

 この条例は，令和４年４月１日から施行する。 


